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令和６年第４回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和６年度高松市一般会計補正予算（第４号） 

 

  現計予算額   １７８，２６８，１２９千円 

  補 正 額       ２１１，７４３千円 

  補 正 後   １７８，４７９，８７２千円 

 

２ 令和６年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額       １１２，３００千円 

  補 正 額             ０千円（債務負担行為のみの補正） 

  補 正 後       １１２，３００千円 

 

３ 令和６年度高松市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額       ６７５，０１１千円 

  補 正 額         ７，５７１千円 

  補 正 後       ６８２，５８２千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

Ｒ７．４．１から施行 
 
 

公布の日から施行 
⑶はＲ６．１０．１
から施行 
 
 

４ 高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改

正について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等  

に関する法律の一部改正等に伴い、改正するもの 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に

伴い、引用条項の整備をするもの 

⑵ 生活保護法の一部改正に伴い、「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め

るもの 

⑶ 児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の支給要件のうち所得制限を撤廃することによ

り「特例給付」の文言を削るもの 

 

５ 高松市市税条例等の一部改正について 

 

  事務の効率化、経費の削減等の観点から、督促手数料を 

廃止するため、改正するもの 

   高松市市税条例の一部改正 

   ア 督促手数料に係る規定を削除するもの 

   イ 徴収金の用語の意義から督促手数料を削るもの 

   高松市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例の一部改正 

   ア 督促手数料の廃止に伴い、題名及び本則の規定から督促手数料に係る規定を削除し、

又は削るもの 

  ⑶ 高松市国民健康保険条例の一部改正    

   ア 保険料の督促手数料に係る規定を削除するもの 

  ⑷ 高松市介護保険条例の一部改正 

 ア 保険料の督促手数料及び延滞金の徴収に係る規定から督促手数料を削るもの 

⑸ 高松市後期高齢者医療に関する条例の一部改正 

 ア 保険料の督促手数料及び延滞金の徴収に係る規定から督促手数料を削るもの 

  



３ 

Ｒ７．４．１から施行 
 

地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（令和６年法律第５３号）
附則第１条第３号に掲げる規定の施行の
日から施行 

Ｒ６．１２．２から施行 
 

６ 高松市国民健康保険条例の一部改正について 

    

  国民健康保険法の一部改正等に伴い、改正するもの 

   過料を科する対象として規定していた「被保険者証の返還を求められてこれに応じない

者」について、被保険者証の廃止に伴いこれを削るもの 

   保険料の納付義務者がその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することがで

きないと認める場合において、徴収猶予をすることができる期間を６か月以内と規定して

いるが、急患等として保険医療機関又は保険薬局の診療等を受けた被保険者に係る保険料

について、当該納付義務者が資力を活用できないために納付することができない場合、１

年を限度として資力の活用が可能となるまでの期間、徴収猶予することができることとす

るもの 

  ⑶ 引用条項の整備をするもの 

 

７ 高松市幼保連携型認定こども園条例の一部改正について 

 

高松市田井こども園を設置することに伴い、改正するもの 

 高松市幼保連携型認定こども園条例の一部改正 

 ア 高松市田井こども園の名称及び所在を定めるもの 

   高松市学校条例の一部改正 

   ア 高松市立の学校を列記する表中、種類が幼稚園であるものから、高松市立田井幼稚園

及び高松市立大町幼稚園を削るもの 

   高松市保育所条例の一部改正 

   ア 高松市立保育所を列記する表から、高松市立田井保育所を削るもの 

 

８ 高松市建築関係手数料条例の一部改正について 

                                     

  建築基準法の一部改正に伴い、改正するもの 

  引用条項の整備をするもの 

                   

 

 

 

 

 

 

 



４ 

９ 議決の変更について 

令和４年９月２１日に議会の議決を経た工事請負契約（高松市中央卸売市場青果棟建設工事）

について、基礎工事において行った当該施設の建設予定地の地盤の掘削工事により、その設計

時に想定をしていなかった地中障害物のあることが判明したことから、これを撤去し、及び処

分する必要が生じたこと等のために行った設計変更において、設計金額が変更することとなり、

契約金額を変更するもの 

             変更前               変更後 

 ・契約金額  ５，２２５，０００，０００円 → ５，２７５，２７６，６００円 

   

10 議決の変更について 

令和４年９月２１日に議会の議決を経た工事請負契約（高松市中央卸売市場青果棟建設に伴

う電気設備工事）について、物価水準等の変動により、契約金額が不適当なものとなったとし

て、当該工事の受注者からの請負代金額の変更の請求に基づき発注者と受注者とで行った協議

において物価水準等の変動に係る請負代金額の変更額を定めたこと、及び青果棟の中央棟から

その周辺に建設する付属棟への送電のための管路敷設予定地に、その設計時に想定をしていな

かった地中障害物のあることが判明したことから、これを撤去し、及び処分する必要が生じた

こと等のために行った設計変更において、設計金額が変更することとなったことから、契約金

額を変更するもの 

             変更前               変更後 

 ・契約金額  １，２４３，０００，０００円 → １，５０５，１０９，１００円 

  

11 財産の取得について 

  フルコンサートグランドピアノを購入するもの 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ３８，９４２，２００円 

 契約の相手方 有限会社高松ピアノ工房 

 

12 工事請負契約の締結について 

  高松市中央卸売市場水産物棟等整備事業に伴う下水道切替工事 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ３０８，０１８，７００円 

   契約の相手方 株式会社村上組 

 

 

 

 



５ 

13 香川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、香川県後期高齢者医療広域連合規約の

一部を次のように変更することについて、関係地方公共団体と協議するもの 

 香川県後期高齢者医療広域連合規約の変更の内容 

   別表第１の２の項及び３の項中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改め

るもの 

   香川県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約の施行日 

    令和６年１２月２日 

 

14 専決処分の承認について 

  令和５年１１月２日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により盛り

込まれ、今年度実施することとしていた「低所得世帯生活支援給付金」を給付するため、令和

６年度の課税情報等を精査した結果、その対象となる世帯等が前回の補正時に想定をしていた

予定数を上回ることとなり、早急に予算を補正する必要が生じたため、去る８月５日に専決処

分を行ったことの承認を求めるもの 

 

15 専決処分の承認について 

 高松市伏石町２０４９番地６地先の市道上において発生した、強風により飛ばされた街路樹

の一部と車両との接触事故について、早急に相手方への補償を行うため、損害賠償の額を決定

するとともに、相手方と和解することについて、去る８月２０日に専決処分を行ったことの承

認を求めるもの 

 和解の内容 

ア 過失割合は、市１０割とする。 

イ 市は相手方車両の損傷等に係る損害額１１９万７，７７０円を相手方に支払うものと

する。 

ウ 相手方及び市は、今後、本件に関して、一切の債権債務関係の存しないことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 

16 令和５年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算について 

令和５年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定を求めるもの 

 

17 令和５年度高松市病院事業会計決算について 

  令和５年度高松市病院事業会計決算の認定を求めるもの 

 

18 令和５年度高松市下水道事業会計決算について 

  令和５年度高松市下水道事業会計決算の認定を求めるもの 

（報告） 

１ 令和５年度高松市健全化判断比率及び資金不足比率 

２ 債権の放棄 


